
学校事務の共同実施！! 
共同実施だより ≪平成３０年度≫ 第１号

≫ 

支援 

発

  
  

 

 

    

 宇部市小中学校の事務共同実施運営協議会が発足して７年になりますが、これまで、事務の効

率化・平準化・適正化を図るとともに、教員が教育に専念できるような環境の整備、学校におけ

る事務処理の充実に向けて、宇部市事務共同実施会の皆様が、先進的かつ積極的な実践を積み重

ねてこられましたことに対して敬意を表したいと思います。 

さて、国立教育政策研究所「義務教育諸学校の学校事務職員の職務の明確化・人事・人材育成

に関する調査報告書」（2015）によると、教育委員会が今後重視する学校事務職員の資質・能力

として次の５つが挙げられています。 

１ 学校全体を見渡し問題を発見し解決する思考力 

２ 教育委員会、保護者・地域などと渉外・交渉・連携する力 

３ 事務室・共同実施組織でチームとして成果を出す力 

４ 学校教育目標・教育課程を踏まえた仕事を遂行する力 

５ 危機管理に関する知識 

また、2016年 12月 21日に出された中教審答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方

策について」を元に、一昨年、学校教育法第 37条第 14項が「事務職員は事務をつかさどる」と

改正され、昨年には、学校教育法施行規則第 46条の事務長及び事務主任の職務が一部改正され、

事務職員が学校運営に関わる職員であることについて、法令上、明確化されました。 

これらのことは、事務職員には校長のリーダーシップのもとで学校マネジメントを担っていく

役割が大きく期待されていることを示しており、学校マネジメントを事務職員としてどのように

担い、学校運営にどのような成果をもたらせられるのか、学校の課題解決に向けて他の教職員と

協働しながら学校教育への貢献を確実に果たすことができるのかが問われているといえます。 

今後、事務の共同実施をさらに推進し、「教員と事務職員が協働する校内事務のシステム化」

に向け、宇部市一丸となって取り組んでいきましょう。 

 

 実施組織                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

宇部市小・中学校事務共同実施会     【拠点校 ： 上宇部中学校】  

宇部市小・中学校事務共同実施運営協議会   【事務局 ： 学校教育課】  

【東部ブロック】 
東岐波小学校 
西岐波小学校 
常 盤小学校 

厚 東小学校 
小 野小学校 

二俣瀬小学校 
東岐波中学校 
西岐波中学校 
厚東川中学校 

 

【中東部ブロック】 
恩 田小学校 
上宇部小学校 
 岬 小学校 
見 初小学校 

琴 芝小学校 
神 原小学校 

常 盤中学校 
上宇部中学校 

神 原中学校 
  

【中西部ブロック】 
新 川小学校 

鵜ノ島小学校 
藤 山小学校 
小羽山小学校 
川 上小学校 

桃 山中学校 
藤 山中学校 

川 上中学校 
 

【西部ブロック】 
厚 南小学校 
 原 小学校 
西宇部小学校 
黒 石小学校 
吉 部小学校 
万 倉小学校 
船 木小学校 
厚 南中学校 
黒 石中学校 
 楠 中学校 

宇部市小・中学校事務共同実施協議会 

【 発行責任者 】 

宇部市小・中学校事務共同実施運営協議会 

平成 30年 6月 27日発行 

宇部市小・中学校事務共同実施会 
中東部ブロック長   中 邑 至 道 
（宇部市立上宇部小学校長） 

※ ブロック代表校はゴシック体で表記 

 

「教員 と事務職員が協働する 

校内事務のシステム化」に向けて 
 

【プロジェクト班】 
班長：統括長が指名した者  班員：事務職員代

表者 



 共同実施事業の目的                              

(1) 学校事務の効率化・平準化・適正化を図り、教員が教育に専念できるような環境整備に向けた

事務処理を充実させるための体制づくり 

 (2) 事務職員が教員と協働しながら学校運営に積極的に参画することによる学校の総合力の向上 

 (3) 地域全体の学校事務を組織的・効率的に行うことによる、より正確で質の高い事務の提供 

 (4) 教育委員会と連携し、組織的・計画的な研修を実施することによる事務職員の資質能力向上 
 

 具体的な実施内容                                 

(1) 事務部門の強化対応に係る業務  

① 事務職員の中学校区内における小中学校間連携・・・・・・・・ 各ブロック対応 

 ● 保護者や地域に見える学校事務の改善            （２/３年次） 

 ● 事務職員のコミュニティスクールへの参画推進  

② 教員と事務職員が協働する校内事務のシステム化・・・・・・各学校対応 

● 学年教材会計・予算執行・文書管理・備品管理事務の全市共通処理方法の定着化  
 

(2) 事務処理の適正化・効率化・統一化に係る業務  

① 教頭との連携による服務・手当関係書類等の校内処理及び相互確認体制の確立 

 ● 服務・勤務実績関係書類等の全市共通方法による事務処理の定着化 

② 事務職員定例業務のシステム化 ・・・・・・・・・・・・・ プロジェクト班対応 

● 「宇部市事務の手引き」改訂による事務の効適正・効率化、その他効率化を図る資料作成 

③ 自己目標シートを活用した校内事務処理の効率化・統一化に向けた事務改善 
 

(3) 事務職員の資質能力向上等に関する研修   

① 新規採用・若年(主事)・臨時的任用事務職員対象研修・・・・・年 4回：4・8(2回)・12月 

② 中堅事務職員(主任主事、事務主任：５０歳未満)対象研修・・・年 2回：7・10月 

③ 全員対象研修（共同実施会全体会において実施）・・・年 2回：10・2月 
 

(4) 訪問支援業務   

① 連携校、拠点校への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 年２回程度(１・２学期) 

ア 管理職等への実施内容等の周知、校内取組に対する協力依頼、実施内容等の中間報告 

イ 手当認定・年末調整関係書類の点検、結果報告及び指導助言 

ウ 事務職員の学校運営への参画等、定例業務処理方法の定着に向けた指導助言、支援 

エ 教員と事務職員が協働する校内事務の定着に向けた指導助言、支援 

オ 校内会計処理状況の点検、適正な会計処理に向けた指導助言、業務支援  

② 新規採用・臨時的任用・若年(主事)事務職員所属校 ・・・・・・・・・・・・・・ 随時 

③ 市外転入事務職員所属校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 年度当初 

④ 県費負担に係る事務等監査対象校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 監査前 

⑤ その他支援が必要な学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 随時 
 

(5) 市教育委員会、関係機関との連携  

① 市費関係既存事務の適正かつ効率的な処理に向けた協議 

② 校長会等との連携による共同実施事業の取組推進及び定着化 
 

(6) 共同実施事業の周知に向けた業務                    

① 新任及び転入校長への事業内容等の概要説明（４月上～中旬） 

② 教頭・教諭（ミドルリーダー・若手）研修会での事業内容等の説明 

③ 共同実施だより「学校事務の共同実施!!」の発行（年３回） 

④ 実施内容に対する事業評価の実施（校内、全体） 
 

(7) 事務長（総括長）・運営責任者による業務   

① 適正な校内事務処理の定着化に向けた支援（服務・勤務実績関係書類の作成・決裁手順等） 

② 市教委グループウェア（ｽｶｲ・ｽｸｰﾙ･ｴｰｼﾞｪﾝﾄ）掲載資料の追加・更新 

③ 教職員への情報提供に関する事務だより「発信!! つながり」の発行（年４回程度） 

④ 教材備品購入に係る見積書提出の業者依頼（５・６・９・１０月） 

⑤ 事務処理の適正・効率化及び事務職員の学校運営への参画に向けた指導助言、業務支援 


